
第７回 一宮川流域浸水対策協議会 次第 

 

日時：令和２年７月１６日（木） 

午後１時３０分～ 

場所：長生合同庁舎４階大会議室 

 

 

１ 開会 

 

 

２ 挨拶 

 

 

３ 出席者紹介 

 

 

４ 議事 

１）規約の改正について 

２）千葉県の対策事業について 

３）茂原市の対策事業について 

 

 

５ その他 

 

 

６ 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







一宮川流域浸水対策協議会 規約 

 

（名称） 

第１条  本会は、「一宮川流域浸水対策協議会」（以下「協議会」）と称する。 

 

（目的） 

第２条  協議会は、平成２５年１０月の台風２６号や令和元年１０月の豪雨

等により、浸水被害が発生している一宮川流域において、河川管理者

と関係行政機関、地元自治会等が連携してハード対策とソフト対策を

含めた浸水対策を検討、実施することにより、浸水被害の軽減を図る

ことを目的とする。 

 

（所掌事務） 

第３条 協議会は、一宮川流域の浸水対策にかかる次の事項について協議する

ものとする。 

 （１）「一宮川流域茂原市街地安心プラン」の策定及び変更、ならびに具体的

な対策の実施に必要な協議及び調整を行う。 

 （２）「一宮川流域茂原市街地安心プラン」の目標に対する評価等ならびに改

善の検討を、毎年１回以上行う。 

 （３）「一宮川流域浸水対策特別緊急事業」の実施に必要な協議及び調整を行

う。 

 （４）その他、協議会の目的を達成するために必要な事項に関する検討・協

議を行う。 

 

（構成等） 

第４条 協議会は、別表に掲げる組織の者をもって構成する。 

  ２ 前項のうち関係自治会の構成員は、各地区自治会長連合会（以下「連

合会」という）において４名以内を代表として、連合会及び自治会等

の役職にかかわらず、連合会が必要と認める者を選任することができ

る。 

  ３ 協議会には会長を置き、会長は千葉県長生土木事務所所長の職にある

委員をもって充てる。 

  ４ 事務局は、千葉県長生土木事務所、一宮川改修事務所及び茂原市に置

き、協議会の庶務を行う。 

 

（会議） 

第５条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

  ２ 会議は、委員の代理出席を妨げない。 

  ３ 会議は、会長が必要あると認めるときは、会議に構成員以外の者の出

席を求めて、その意見又は説明を聞くことができる。 



  ４ 会長に事故あるときはその職務を委員の中から会長が指名する者が代

理する。 

（その他） 

第６条 本規約の改定は、会長が協議会に諮って行う。 

  ２ この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会

長が会議に諮って定める。 

 

附則 

この規約は平成２６年１２月２日から施行する。 

この規約は平成２８年６月２０日から施行する。 

この規約は平成２９年５月２９日から施行する。 

この規約は令和 元年５月２２日から施行する。 

この規約は令和 ２年７月１６日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別 表） 

（協議会構成員）    

組 織 名 所  属 委  員 備 考 

茂原市 都市建設部 都市建設部長   

  土木建設課 土木建設課長   

  土木管理課 土木管理課長   

  下水道課  下水道課長   

  防災対策課 防災対策課長   

  農政課 農政課長   

千葉県長生土木事務所  所長   

   次長（技）   

  調整課 課長   

  河川改良課 課長   

千葉県一宮川改修事務所  所長  

 改修課 課長  

 復興課 課長  

関係自治会 茂原地区自治会長連合会 代表 ４名以内 

 五郷地区自治会長連合会 代表 ４名以内 

 鶴枝地区自治会長連合会 代表 ４名以内 

    

（以下、オブザーバー）    

千葉県県土整備部 河川整備課  副課長  

   同上  都市整備局 下水道課 副課長   

     

※ 関係自治会の構成員に変更が生じた場合は、事務局（茂原市土木建設課） 

に報告するものとする。 

 































内水対策箇所（排水ﾎﾟﾝﾌﾟ施設）

長清水水門ﾎﾟﾝﾌﾟｹﾞｰﾄ

（R２年度完成予定）

R1.10.25の大雨
による浸水範囲

一宮川

東郷地先水門ﾎﾟﾝﾌﾟｹﾞｰﾄ
豊田川

茂原市役所

◎

鷲巣稲荷前水門ﾎﾟﾝﾌﾟｹﾞｰﾄ

鶴枝川

中の島排水機場

渋谷排水機場

川代ﾎﾟﾝﾌﾟｹﾞｰﾄ

川間排水機場

藤根排水機場

早野排水機場

（R4年度完成予定）

凡 例

：既設（８箇所）

：工事中（３箇所）

笹塚地区排水ﾎﾟﾝﾌﾟ

川中島終末処理場

雨水ﾎﾟﾝﾌﾟ能力増強

（R5年度完成予定）

資料１

＊今後、千葉県が行っている一宮川流域の氾濫解析と整合を図り、内水対策の検討業務を実施する。

阿久川



河川事業による対策 【梅田川 排水ポンプ設置】

早野水門

排水機場

資料２



水門

除塵機

出入口

ﾎﾟﾝﾌﾟ･ｴﾝｼﾞﾝ 2台

建屋

流入水路

放流水路
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雨水貯留施設等設置工事補助金

平成26～30年度　実績 令和元年度　実績
貯留施設 数量（基） 貯留量（ℓ） 貯留規模 数量（基） 貯留量（ℓ）

貯留槽 1 150　ﾘｯﾄﾙ 1

浸透桝 2 200　ﾘｯﾄﾙ 2

合計 3 250　ﾘｯﾄﾙ 1

合計 4

◎広報 もばら　令和元年８月15日号

150

400

800

25036 6,097

29 6,097

―7

資料４

茂原市雨水貯留施設等設置工事補助金交付要綱（概要）

雨水貯留槽及び雨水浸透桝について、１建築物当たりの

対象施設数はそれぞれ２基を限度とし、材料費と工事費の

合計を対象経費として、その２分の１の額を、１基当たり雨水

貯留槽２５，０００円、雨水浸透桝１０，０００円を限度額として

助成する。

（平成２６年１０月１日施行）

・雨水貯留槽：雨とい取付型の貯留容量が１５０リットル以上

で排水機能がある施設

・雨水浸透桝：内径３５ｃｍ以上かつ深さ５０ｃｍ以上の施設



←

梅
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藤木堰

ため池 位置図 資料５
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料

５

（28箇所）



 
 
★メールによる防災情報提供 
 ●防災情報と防犯情報に分かれており、それぞれ登録者にメールで情報提供を行っ

ている。 
●令和２年７月現在：５，３３３件 

 ●平成２６年度からメールが使えない人への対応として 
  高齢者や視覚・聴覚障害を持つ方を対象に、メールシステムのオプション機能を

使い、メールの文面をそのままファックスまたは音声に変換して自宅の電話・ 

ファックスに流すサービスを開始。現在８０件が登録。 
 
 
★防災無線による避難情報等にサイレン活用 
 ●防災週間（８月３０日～９月５日）に、より確実な伝達をするため、サイレン音

と警戒レベルを加え放送し、周知を図っている。 

区 分 
放送内容（サイレンパターン+音声） 

ｻｲﾚﾝﾊﾟﾀｰﾝ 音声 

避難勧告 
ｻｲﾚﾝ 10 秒       ｻｲﾚﾝ 10 秒 

      ４秒休止       ４秒休止  
避難勧告発令 

放送文 
避難指示 
(緊急) 

ｻｲﾚﾝ 15 秒       ｻｲﾚﾝ 15 秒 
      ４秒休止       ４秒休止 

避難指示発令 
放送文 

警戒レベル５ 
災害発生情報 

ｻｲﾚﾝ 30 秒       ｻｲﾚﾝ 30 秒 
       ４秒休止        ４秒休止 

災害発生情報 
放送文 

※ 防災行政無線については、風雨が強い時や屋内では聞き取りにくい、聞こえな

いなどの意見が多かったことから、緊急情報である避難勧告等を発令する際には、

サイレンと音声を組み合わせて放送することで、住民等への伝達の強化を図って

おります。 
 
★防災行政無線テレホンサービス 
●放送した内容が聞こえない、聞き取りにくかった場合、放送内容を電話で聞くこ

とができます。 
平成３０年４月から市内固定電話に加え、携帯電話からも通話料無料で聞くこと

ができます。 
電話：０１２０－４３８－１１９ 

資料６―１



土木建設課
テキスト ボックス
資料6-2

土木建設課
四角形


